
平成３１年 ３月 ２７日   

   姫路市重度障害者大学等修学支援事業要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築で

きるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供するこ

とで、重度障害者の社会参加を促進することを目的として実施する姫路市重度障害

者大学等修学支援事業（以下「本事業」という。）について、必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「重度障害者」とは、障害者基本法（昭和４５年法律第８

４号）第２条に規定する障害者であって、重度訪問介護を利用するもの又はそれに

準ずる身体の状況にあるものをいう。 

２ この要綱において「大学等」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する大学（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校、専修学校及び各

種学校をいう。 

３ この要綱において「事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障

害福祉サービス事業者のうち、居宅介護又は重度訪問介護の指定を受けた者をい

う。 

（事業内容） 

第３条 本事業は、次条に規定する対象者が大学等への通学や大学等の校内での活動

に必要な身体介護等の提供（以下「サービス提供」という。）を行うものとする。 

 （対象者） 

第４条 本事業の対象者は、姫路市内に居住し、次に掲げる要件を全て満たす重度障

害者とする。 

⑴ 大学等に入学し、停学その他の処分を受けていない者 

⑵ 適切に単位を修得するなど学修の意欲がある者 



 （大学等の要件） 

第５条 本事業の対象となる大学等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等及び障

害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。 

⑵ 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構

築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。 

（利用の申請等） 

第６条 本事業を利用しようとする重度障害者（重度障害者が障害児（児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定する障害児をいう。以下同じ。

）の場合は、その保護者）は、重度障害者大学等修学支援事業利用申請書兼利用者

負担額減額・免除等申請書（様式第１号又は様式第２号）を、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は

、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認

することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。  

⑴ 別表第１に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 

⑵ 障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等の運営

規程 

⑶ 大学等における重度障害者への支援体制の構築に向けた計画書 

⑷ 大学等の授業日程及びそれに基づく重度障害者の支援計画 

３ 第１項の規定により申請した内容に変更があったときは、同項の申請をした者

（以下「申請者」という。）は、申請内容変更届出書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

 （利用の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、利用を

行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し利用の決定（以下「利用決定

」という。）を行い、その旨を当該申請者に重度障害者大学等修学支援事業利用決

定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（様式第４号。以下「利用決定通



知書」という。）により通知し、利用を行うことが不適切であると認めるときは、

申請者に利用却下の決定を行い、その旨を当該申請者に利用却下決定通知書（様式

第５号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により利用決定をする場合には、１月間において利用する時

間数（以下「利用量」という。）を定めなければならない。 

３ 第１項の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から当該月の属

する年度の３月末日までとする。 

 （利用決定の変更） 

第８条 利用決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下「利用者」という。）は

、現に受けている利用決定に係る利用量を変更する必要があるときは、重度障害者

大学等修学支援事業利用量変更申請書（様式第６号）に、利用決定に係る本事業の

対象者（以下「利用対象者」という。）の支援計画を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、必要があると認め

るときは、利用決定の変更を行い、その旨を当該利用者に通知するものとする。 

 （辞退の届出） 

第９条 利用者は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに重

度障害者大学等修学支援事業辞退届出書（様式第７号）により、市長に届け出なけ

ればならない。 

⑴ 本事業の利用を辞退したとき。 

⑵ 大学等を卒業又は退学したとき。 

⑶ 大学等を停学又は休学したとき。 

⑷ 第４条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。 

 （利用決定の取消し） 

第１０条 市長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利

用決定を取り消すことができる。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 本事業の利用を辞退したとき。 



⑶ 大学等を卒業し、又は退学したとき。 

⑷ 第４条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。 

⑸ 不正その他偽りの申請により利用決定を受けたとき。 

⑹ その他本事業の利用を行うことについて市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用決定の取消しを行ったときは、その旨を記載した

利用決定取消通知書（様式第８号）により利用者に通知するものとする。 

 （サービス提供の方法） 

第１１条 市長は、利用決定の内容に従い、利用対象者に対するサービス提供を事業

者に委託するものとする。 

２ 利用者は、サービス提供を受けようとするときは、前項の規定により委託された

事業者（以下「サービス提供事業者」という。）に利用決定通知書を提示しなければ

ならない。 

 （利用者の費用負担） 

第１２条 利用者は、本事業の利用に関し、前項の委託に係る費用の一部を負担しな

ければならない。 

２ 前項の費用負担の金額は、１月につき、別表第２の規定に基づき算定した額に１

００分の１０を乗じて得た額とする。ただし、利用者の費用負担の上限額は、別表

１の規定に基づき算定した額とする。 

３ 利用者は、サービス提供事業者からの請求に基づき、前項の規定による費用負担

額を当該サービス提供事業者に対し、支払わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第１３条 サービス提供事業者の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者及び当該利用者の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ サービス提供事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業

務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。 

 （調査及び指導監督） 

第１４条 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、利用者、利用



者の配偶者若しくは利用者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ

れらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を

命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、サービス提供事業者

又はその従事者若しくは従事者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、当該職員に関係者に質問させ、又は本事業を行う事業

所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ サービス提供事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査及び

指揮監督に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 第１項又は第２項の規定に基づく調査及び指導監督を行う場合は、当該職員は、

その身分を示す証明書を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

５ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 （補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるも

のとみなす。 



３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表第１（第６条、第１２条関係） 

区分 収入の状況 負担上限月額 

生活保護等 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護者又は要保護者世帯及び中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給

付を受けている世帯 

０円 

低所得  市民税非課税世帯 ０円 

一般 

 利用対象者が１８歳以上の市民税課税世帯であ

って、当該世帯に属する者の市町村民税所得割の額

の合計が１６万円未満の者 

９，３００円  １８歳以上２０歳未満の指定障害者支援施設入

所者、指定療養介護施設入所者又は指定障害児入所

施設入所者であって、当該世帯に属する者の市町村

民税所得割の額の合計が２８万円未満の者 

利用対象者が１８歳未満の市民税課税世帯であ

って、当該世帯に属する者の市町村民税所得割の額

の合計が２８万円未満の者 

４，６００円 

 市民税課税世帯で、上に掲げる者以外の者 ３７，２００円 

備考 

１ 利用者負担上限月額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１７条の規定に準じ、上

記のとおり利用対象者の属する世帯の収入状況に応じた額とする。 

２ ここでいう世帯の範囲は、利用対象者が１８歳以上の場合、当該利用対象者及

び当該利用対象者と同一の世帯に属する配偶者とし、利用対象者が１８歳未満の

場合、当該利用対象者及び当該利用対象者と同一の世帯に属する者とする。 

 

 

 



別表第２（第１２条関係） 

所要時間 事業費 

４０分以上１時間未満 １，６００円 

以後３０分ごとに加算 ８００円 

 


